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学校法人 ワタナベ学園 
 

 



１ 総 括 報 告

はじめに 

学校法人ワタナベ学園（以下「本学園」という。）の２０２０年度（令和２年度）の

事業の実績を報告します。 

日本経済の現状と見通しは、「日本経済の先行きは、製造業を中心に持ち直していく

見込みを認識しつつ、回復ペースは、国内外での変異株を含む新型コロナウイルス感染

症の拡大、ワクチンの普及などに左右される。」と解されております（注）。 

令和２年４月７日、文部科学省は、その事務連絡において、新型コロナウイルス感染

症の発生に伴う私立学校における期限の定めのある取扱いについて、履行期限（２ヶ月

以内）を原則としつつ、できる限りすみやかに履行するようにとの方針を定めました。 

本学園の事業の決算、実績への取組みは、これまで改正私立学校法の趣旨（平成１７

年４月１日施行）を受けて、日本の課題は、人口減少と少子高齢化への影響と対応であ

り、学校法人を取り巻く厳しい環境のもと、各年度の本学園の事業計画の結果や事業の

進捗状況などを記載して、本学園の教職員への適切な情報（考え方）を開示するととも

に、建設的な意見交換を念頭に置いております。 

２０２０年度（令和２年度）の事業の実績は、令和２年度の決算の状況をもとに、各

幼稚園・認定こども園、専門学校における事業、本学園としての事業及び施設等の状況

を報告するとともに、引き続き、新型コロナウイルスの収束の目途が立たない現下、そ

の感染症拡大に伴う本学園の収入及び資金繰り等への影響を注視し、現状と課題を報告

します。 

（注）一般社団法人日本経済団体連合会提言「当面の課題に関する考え方（２０２１年 

４月）」 

事   業   の   概   要

２０２０年度（令和２年度）に各幼稚園・認定こども園、専門学校及び法人本部が行

った事業の内容は、以下のとおりであります。 

（１）各幼稚園・認定こども園、専門学校における事業 

＜教育に関する事業＞ 

○ 専門学校の生徒確保に向けた施策について

２０２０年度（令和２年度）においても、専門学校間及び法人本部との連携を

図り、有効な生徒募集体制に取り組むことを念頭に置いて、学務室募集担当職員
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が越谷保育専門学校及び吉川福祉専門学校の入試広報担当教職員との情報共有

と連携を図りました。 

また、費用対効果を重視した広告媒体への掲載や進学情報会社との信頼関係の

構築を図ることで、広告宣伝費削減と成果の両立に努めました。 

さらに、新型コロナウイルス感染拡大防止に努めながら進学イベントを開催し、 

接触者（保護者含む）の要望を汲み取りつつ、自校の魅力を適切に伝え、一人ひ

とりに合わせた丁寧な対応をすることで、出願に結びつくよう努めました。 

指定校の選定及び指定人数については、入学実績や高等学校との信頼関係を重

視しつつ、高等学校からの要望や個別相談における要望等に柔軟に対応するよう

努めました。 

その結果、越谷保育専門学校（入学定員１００名）、吉川福祉専門学校（入学

定員４０名）の２０２１年度（令和３年度）における入学生は、越谷保育専門学

校７３名（前年度７９名）、吉川福祉専門学校３５名（前年度２４名）となり、

両専門学校ともに入学定員の充足には至りませんでしたが、吉川福祉専門学校に

おいては前年度を上回る入学生を確保いたしました。 

２０２２年度（令和４年度）入学生の生徒募集活動につきましても、新型コロ

ナウイルスの影響により平時のように募集活動することが難しい状況ではあり

ますが、両専門学校間の情報共有と連携を緊密にし、状況に応じて機動的かつ柔

軟な対応に努めます。 

 

○  専門学校における委託訓練生の受け入れについて 

２０２１年度（令和３年度）の委託訓練入学生は、越谷保育専門学校は受け入

れせず（前年度１５名）、吉川福祉専門学校１５名（前年度８名）となりました。 

２０２２年度（令和４年度）に委託訓練制度が実施される場合につきましては、

両専門学校の募集状況及び社会情勢等を総合的に勘案し、受け入れの可否、募集

人数を決定します。 

 

○ 吉川福祉専門学校の取組みと将来性について 

吉川福祉専門学校では教育内容の点検・改善・充実に全力で当たっております。 

学校運営の根幹をなす生徒募集の拡大には、在校する生徒の満足度、つまり「入 

学してよかった。」という学校への評価が背景になければならないと考えており 

ます。 

本校は国家資格である介護福祉士の取得を目指して、この資格は４年前から本 

校のような介護福祉士養成施設も全員が筆記試験を受験することになり、より社 

会的評価の向上が期待される資格となっております。 

そのうえで、広報活動にも見直しや工夫を加え、展開した結果、確実に入学生 

が増える傾向にあり、本年は定員４０名のところ、３５名（定員充足率８７．５％） 

が入学して、その内訳は高校新卒が１４名(そのうち指定校推薦６名) 過年度卒 

２１名(そのうち留学生４名)であります。 

第３３回（本校受験は第４回目）介護福祉士国家試験結果は、全国平均では合 

格率７１．０％であり、そのうち介護福祉士養成施設の全国平均は、合格率７２． 

９％でした。 

本校の合格率は７８．６％（２８人受験し２２人合格）であり、昨年の合格率 
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７８．３％に比して、改善しました。 

全体の合格率及び介護福祉士養成施設の合格率に比べても、高い合格率となり 

ました。特に留学生は５名受験し３名合格しました。これは週２時間の日本語指 

導、個別の学習支援によるものであります。 

今後入学者における留学生の比率も高まる可能性もありますが日本語指導能 

力の向上や国家試験合格に向けた全力支援に取組んでいきます。 

第３３回介護福祉士国家試験を受験資格別合格者数で見ると介護福祉士養成 

の課題が判然としてきます。全体の合格者が５９，９７５人であるのに対して、 

介護福祉士養成施設の合格者は４，７６６人で、全体の合格者に占める割合が、 

わずか７．９％であります。合格者全体に占める割合で、突出して多いのが、社 

会福祉施設の介護職員等の６１．９％であります。 

介護施設に就職した職員等は、施設での３年の実務経験と研修を経て、学科試 

験と実技試験の両方で国家試験を受験するのに対して、本校は２年間で卒業し、 

学科試験のみで受験することができます。 

また現在は介護福祉士養成校卒の不合格者も５年間は国家資格としての介護 

福祉士を名乗って同じ待遇で働くことができ、５年実務を経験することで永久免 

許と切り替わるという優遇された運用となっております。 

本来その優位性を前面に出して広報活動をし、定員のさらなる確保を目指して 

いかねばなりません。 

令和３年５月、総務省が公表した外国人を含めた推計人口は、６５歳以上の高 

齢者が２８．９％を占めており、２０２５年（令和７年）には、国内人口の３０％ 

が６５歳以上の高齢者となる予想もあります。２０２２年（令和４年）から、団 

塊の世代が後期高齢者となることを踏まえれば、医療費や年金など社会保障全体 

から見た課題は、重要な論点であります。 

その中で介護現場の人材確保が、喫緊の課題となっています。今後の介護福祉 

士養成への期待を考えると、地域社会における本校の存在意義と本校が地域から 

受ける期待は今後も大きいものがあります。 

   本校は、吉川市と連携して、「子ども大学よしかわ」を主催して、地域で子ど 

も達を育てる環境を支援しております（令和２年度は新型コロナウイルス感染症 

対策のため中止）。 

また、介護福祉士養成の運営に係る指針の一部改正に伴い、教育内容等の見直 

しが行われ、本校は所要の手続きを行うとともに、一部教科目の名称を変更し、 

令和３年４月１日から、施行して、教育課程の充実に努めております。 

 

○ 越谷保育専門学校の卒業生支援の一環と捉え、幼稚園教諭及び保育士有資格者

等の再就労支援体制への取組みについて 

     越谷保育専門学校は、法人本部との連携を図り、学園が運営する幼稚園及び

認定こども園への採用と再就労に向けた有効な支援体制を確立しております。 

     卒業生の人材紹介や情報提供など越谷保育専門学校のキャリア部門からの支

援は、力強く、令和２年度新卒者の就職先の支援では、越谷保育専門学校から、 

７人（うち１人は既卒者）の幼稚園教諭、保育士及び保育教諭を採用しており 

ます。 

     令和３年度においても５人（うち１人既卒者）を採用しております。 
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また、越谷保育専門学校２年生の就職ガイダンスにおいても、本学園の幼稚 

園及び認定こども園の幼稚園教諭、保育士及び保育教諭を派遣して、卒業生か 

ら、幼児教育での働く意義と誇りを伝えております。 

 

○ 保育所型認定こども園吉川さくらの森の開設について 

平成３１年４月開設の保育所型認定こども園（１号・２号・３号の保育施設） 

は、本学園の他の認定こども園（幼保連携型、幼稚園型）に比して、認可定員（１ 

３５名）のうち、２号・３号の認定定員（１２０名）の比率が高く、令和２年度 

１０６名（定員充足率７８．５１％）であり、吉川市のほか、越谷市からも１名 

在園しており、完成年度に向けて、施設設備の充実及び保育士配置の充実に努め 

ております。 

令和３年度５月１日現在、１２２名（１号：７名、２号７２名、３号４３名）

在籍（定員充足率９０．３７％）となり、今後の課題は、１号認定定員１５名に

対して、７名（定員充足率４６．６６％）が増えるように、保育所型認定こども

園においても、１号認定子どもの園児の募集に取り組んでいく必要があります。 

 

  〇 霞ヶ関幼稚園の認定こども園移行計画について 

    霞ヶ関幼稚園の認定こども園移行を目指した川越市との協議は、平成２９年１ 

１月３０日、認定こども園移行の可能性を打診したことに始まります。 

    川越市の待機児童対策（計画）は、平成３２年度（令和２年度）までに待機児 

童（２号認定子ども・３号認定子ども）ゼロ計画としていることであります。 

     川越市の待機児童対策の重点は、３号認定子どもの対応であり、幼保連携型認 

定こども園開設を優先にしています。何故ならば、中核都市の川越市が幼保連携 

型認定こども園の許認可権があり、幼稚園型認定こども園の許認可権は、埼玉県 

であるからである、との説明でありました。 

     さらに、保育所公募の定員の中で、幼保連携型認定こども園の開設を考えてお 

り、待機児童対策の達成ゼロの段階で、その以後、認定こども園の開設は難しく 

なる、との見解も示されました。 

 事実上の事前協議は、令和元年９月２日からであり、幼児教育・保育の無償化 

との関連もあり、霞ヶ関幼稚園の認定こども園移行の可能性について、川越市は 

下記の見解を示しました。 

    川越市における認定こども園への移行の条件は、３号認定子どもの定員確保で 

あり、幼稚園型も３号認定子どもの定員設定は可能であることから、１歳児、２ 

歳児の３号認定子どもの定員を設定することも可能ではあるが、幼保連携型認定 

こども園への移行が望ましい。ただし、０歳児の定員設定は必須の条件ではない 

ことでありました。 

    川越市の保育計画上、川越市の将来人口の推移も考慮した上、今後横ばい又は 

減少傾向であることから、認定こども園の開設の可能性は、将来保障の限りでは 

ないが、幼児教育・保育の無償化によっては、待機児童が増える可能性もあり、 

今後の検討課題である、との見解も示されました。 

 

    これまでの事前協議を踏まえ、当初認定こども園への移行は、すでに、厨房設 

備もあり、３号認定子ども定員受入も可能であり、移行に伴う補助金申請も行わ 
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ず、全額法人負担とし、移行する予定であったが、令和２年６月１８日、川越市 

建築指導課から、私学助成の幼稚園から幼保連携型認定こども園への移行につい 

ては、「用途変更の申請」が必要になる、との見解が示されました。 

用途変更に必要な改修工事、運用上必要な改修工事及び園舎の経年劣化による

改修工事が、認定こども園施設整備交付金及び保育所等整備交付金の補助金交付

の対象となることから、所要の手続き（幼保連携型認定こども園整備相談票及び

保育所等整備計画協議書を提出）を経て、令和３年３月３日、幼保連携型認定こ

ども園整備相談について、整備「可」と通知されました。 

  

  併せて、必要な改修工事を実施するにあたり、国（文部科学省・厚生労働省） 

及び川越市に対して、認定こども園移行に係る補助金申請を行い、令和３年４月

９日付け、下記のとおり、内示を受けたところであります。 

（１）補助金：７１，１７０，０００円 

（２）１号・２号認定子どもの大規模修繕等（文部科学省） 

      ① 文部科学省：３３，００４，０００円 

      ② 川越市：  １６，５０２，０００円 

       ③ 交付予定額：４９，５０６，０００円 

（３）３号認定子どもの創設（厚生労働省） 

      ① 厚生労働省：１９，２５７，０００円 

      ② 川越市：   ２，４０７，０００円 

      ③ 交付予定額：２１，６６４，０００円 

 

   ○ 「子ども・子育て支援新制度」以後の私学助成の幼稚園の在り方について 

平成２７年４月から施行された「子ども・子育て支援新制度」の要点は、下記 

の３点と解されております（内閣府ガイドライイン）。 

① 認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付（「施設型給付」）及び小 

規模保育等への給付（「地域型保育給付」）の創設 

② 幼保連携型認定こども園の改善等 

③ 地域の実情に応じた子ども・子育て支援の充実 

本学園は、子ども・子育て支援新制度の開始前から、認定こども園への移行を 

促進して、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園及び保育所型認定こ 

ども園を移行・開設しております。 

 認定こども園移行・開設に際して、施設・設備の整備に係る補助金を得ており 

ますが、同時に多額の財政支援も伴い、本学園の財政規模をもって、通常の運転 

資金との調整を行うことができました（後述）。 

  

 支援新制度運営の財源は、消費増税をもって、質の向上を図ることから、認定 

こども園の教職員の人件費の加算による財政支援が期待され、令和２年度におい 

て、処遇改善等加算Ⅰの賃金改善要件分及び加算Ⅱの総額５１，２６７，８３２ 

円は、その全額を教職員の賃金改善に充てております。 

 また、本学園全体にとっても、処遇改善等加算Ⅰの基礎分の総額５７，０７２， 

７４０円は、教職員の賃金改善に充てております。 

 幼児教育・保育の無償化は、消費税引き上げを財源として、保護者の負担軽減 
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を図ることにより、人口減少の対策であり、消費意欲旺盛な若い世代の活気を期 

待して、消費を維持する政策である、と考えられております。 

 このことは、消費税法第１条第２項（年金、医療及び介護の社会保障給付並び 

に少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする。）との関係か 

ら、少子化対策とするならば、行政の政策の意図は、理解できます。 

結果として、幼児教育・保育の無償化により、行政から直接保護者への給付で 

ある就園奨励費が削減（４００億円）となり、幼稚園と認定こども園との関係か 

ら、保護者は幼稚園と保育園を選択するかにより、幼稚園の今後の在り方が明確 

となります。 

 霞ヶ関幼稚園の認定こども園移行の可能性は、前述のとおりであり、吉川幼稚 

 園の対応（在り方）について、現在収入超過の運営をして園の役割と地域性を考 

慮した保育と教育施設の充実との関連で、検討課題とし、行政との協議を進める 

予定であります。 

 

＜管理運営に関する事業＞ 

○  校長及び室長の選任について  

室長、校長及び園長等の任用に関する規程により、幼保連携型認定こども園越 

   谷さくらの森園長、幼保連携型認定こども園戸頭さくらの森園長及び幼稚園型認 

定こども園柏ひがし幼稚園長が、それぞれ任期満了となり、所定の手続きを経て、 

再任されました。 

新たに、越谷保育専門学校附属吉川幼稚園長及び保育所型認定こども園吉川さ 

くらの森施設長の就任が承認されました。  

 

○ 子ども・子育て支援新制度の給付費等について  

     平成２７年度から開始された子ども・子育て支援新制度の施行とともに施設型 

給付等によって給付される処遇改善等加算Ⅰは、「基礎分」と「賃金改善要件分」 

によって構成され、「基礎分」は、学園が実施する賃金改定に充当され、「賃金 

改善要件分」は、全額教職員の賃金（処遇）改善に加算されるものであります。 

平成２９年度から、制度化されて処遇改善等加算Ⅰとは別に、処遇改善等加算 

Ⅱが制度化されております。 

公定価格の減額を受けて、令和２年度人事院勧告による賃金改善要求は、見送 

りとなりました。 

    また、市町村によっては、上記処遇改善等加算の上乗せ分として、単独の処遇

改善等加算制度もあり、その他の各施設の教職員間の給与に不合理な差が生じな

いように、学園単独の処遇改善手当を創設して、行政が実施する処遇改善等加算

に係る制度との調整を図っております。 

令和２年度処遇改善等加算の実態は、「令和２年度給与改定・賞与支給と処遇

改善等加算・人事院勧告給付費・市単独給与改善補助金との関係」（資料Ⅰ）の

とおりであります。 

 

（２）学園としての事業 

 

＜管理運営に関する事業＞ 
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○  寄附行為及び諸規程の整備状況について     

学園を取り巻く社会情勢の変化並びに学園の組織の活性化及び効率化を図るた

めに、就業規則をはじめ諸規程を整備（改正）しました。その内容は、「寄附行

為及び諸規程の整備状況一覧」（資料Ⅱ）のとおりであります。 

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症対策において、感染予防の観点から、

有給の特別休暇を制度化して、教職員の健康管理の考え方を示して、その対応に

努めました。 

    

○ 役員及び評議員の選任について      

令和２年３月末日をもって山﨑芙美夫理事長が、理事及び理事長の任期満了と 

なり、理事及び理事長を退任するため、令和元年度第７回理事会において理事の 

選任を行い、行政の選出手続きを踏まえ、新役員で構成される令和２年度第１回 

理事会において理事長の選任を行いました。 

評議員２名が役員及び評議員の定年に関する規程により退任となり、所定の手

続きを経て、新たに１名が選出されました。 

      

○  人事・給与制度の現状と課題について   

産業構造及びその分類からみると、本学園の目的は保育・教育を運営する事業

であります。製造業とともに、ある意味それ以上に本学園の健全な発展のために

は、「人材確保と育成」がその成長の源であります。 

人事・給与制度に係る経営改革の必要性は、雇用の在り方を含めた働く環境の

整備が不可欠であることは、本事業報告書においても、繰り返し報告して、異論

がないところであります。 

本学園の人件費比率は、その分析は後述しますが、６７．１０％。すなわち、

経常収入に対して、人件費の配分割合を示しておりますが、大学法人や短期大学

法人との人件費比率を比較して、評価をすることの意義は、そもそも、教職員の

年齢構成などによっても大きく変化をするので、目標としますが、検討を加える

ことは、控えたいと考えます。 

因みに、平成３０年度決算値から、大学法人の人件費比率は、４９．０％。短

期大学法人は、６１．９％であります（令和２年度学校法人監事研修会資料）。 

本学園の教職員を人件費支出の面から分類すると、私学助成の幼稚園、認定こ 

ども園並びに専門学校及び法人本部と仮に分類します。 

すなわち、平成２６年度以降、認定こども園への移行（幼保連携型３園、幼稚 

園型１園）・開設（保育所型１園）により、行政から給付される施設型給付費等 

に係る「処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱ」の給付と市町村単独の「処遇改善」とその他各 

幼児教育施設（幼稚園・認定こども園）との教職員間の給与に係る不合理な差が 

生じないように、学園単独の処遇改善手当を創設しました。 

行政が支給する処遇改善等加算に係る制度との調整は、「令和２年度給与改定・ 

賞与支給と処遇改善等加算・人事院勧告給付費・市単独給与改善補助金との関係」 

のとおりであります（資料Ⅰ）。 

 しかしながら、本学園の課題は、幼稚園・認定こども園の教職員とともに、専 

門学校教職員及び法人本部職員への配慮であり、平成２８年度決算以降、経常収支 
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差額の支出超過との調整も重要な課題ではありますが、令和３年度中に方向性を提 

案したく考えます。 

 

 令和２年度の課題は、想定をはるかに上回る影響を有する新型コロナウイルス 

感染症の対応と対策であります。 

    現実、新型コロナウイルス感染症のまん延に収束の気配はなく、新型コロナウ

イルス感染症対策を重視する観点から、教職員の感染症対策を就業規則上、明確

しました。 

    すなわち、感染症対策から、就業制限の対応は、教職員とともに、パートタイ

マー職も含めて、有給の特別休暇制度をもって対応する方向性を示すとともに、

感染症防止の観点から、教職員を取り巻く関係者からの影響も考慮しました。 

    このことは、安全と安心を比較考量（衡量）した結果、入口論として、まず安

全を確保したうえ、これをもって安心感に帰着する考え方であります。 
 

＜財政基盤の確立＞ 

○  財政基盤の確立と将来構想事業への財政支援について         

将来構想実現に向けての資金調達の在り方について、将来構想に伴う施設・設

備に要する資金の拠出（支援）は、将来の学園の収益に貢献する投資であると解

して、所要の施設・設備に要する資金は、法人本部に別段預金として管理してい

る「将来構想預金」からの当該幼稚園・認定こども園、専門学校へのいわば本学

園内の支援事業への取組みであると解しております。 

   平成２７年４月、幼保連携型認定こども園みさとさくらの森への移行（保育園

棟及び幼稚園棟建設）に要した資金（支援金）は、６９６，５８３，８０８円で

あり、令和２年度中５８，３６１，４９６円を回収（戻入）して、累計金額５４

７，５８３，８０８円（７８．６０％）を回収（戻入）しております。したがっ

て、支援金額残金額は、１４９，０００，０００円であります。 
  

   平成３１年４月、保育所型認定こども園吉川さくらの森の開設に要した資金（支

援金）、すなわち、総事業費２５２，１８８，９８８円のうち、将来構想預金か

らの支援金額は、２５２，１２３，７４８円であり、令和２年度中２３，２４８，

７４８円を回収（戻入）して、累計金額１３５，１２３，７４８円（５３．５９％）

を回収（戻入）しております。したがって、支援金額残金額は、１１７，０００，

０００円であります。 

また、資金需要の観点から、一時的に「将来構想預金」から運転資金への資金 

振替は、３月３１日現在、１５，０００，０００円が資金振替え中であります。 

引き続き、早期に戻し入れ（回収）を目指しますが、今後の課題とします。 

 

○ 財務分析における人件費比率と実質的な人件費比率について 

    財務運営の状況及び財務分析表によると、人件費比率（人件費／経常収入）は、 

６７．１０％（令和元年度６３．７９％）であります。 

    学校法人会計基準が改正されて、分母が、従来の「帰属収入」から「経常収入」 

に変更となり、人件費が教育活動支出に区分されていることから、これに対応す 

る経常収入との比率となり、より厳しい財務比率の考え方となりました。 
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この比率が適正水準を超えると経常収支の悪化に繋がる要因ともなります（日 

   本私立学校振興・共済事業団刊：今日の私学財政）。 

 

 人事配置の観点から、幼稚園バス運転手は、近年人材登用が難しく、従来人件 

費と捉えておりましたが、業務委託により経費の削減を図っております。 

 令和２年度総額４３，３２１，５７３円（令和元年度：４５，６６８，８８３ 

円）を支出しております（令和２年度各施設派遣教諭・事務・運転手実績一覧： 

資料Ⅳ）。 

 依然として、幼稚園教諭及び保育士不足が顕著であります。 

    本学園は、派遣教職員に係る報酬委託手数料の支出について、令和２年度総額 

   ２３，５２４，０００円（令和元年度：３８，６７３，９７０円）を支出してお 

ります（令和２年度各施設派遣教諭・事務・運転手実績一覧：資料Ⅳ）。 

    特に、人材紹介料を伴う人材確保は、令和２年度総額５５０，０００円（令和

元年度８人：６，９４５，４８１円）（１人）を支出しております。 

 

 派遣・業務委託の利点は、採用コストを抑えながら、経験のある人材を採用で 

きることにありますが、政策的に業務委託を念頭に置いている幼稚園バス運転手 

と違って、幼稚園教諭及び保育士の派遣による採用は、当初、産休・育休期間中 

の臨時的な人材の採用に係る経費（報酬委託手数料）と認識しておりましたが、 

現実的には人材の確保の観点から、特別支援乳幼児への個別支援担当などの関わ 

りなど、当該園において、その役割が期待されております。 

 

経営分析において、消費税法上、非課税仕入（非課税取引）である人件費に対 

して、報酬委託手数料は課税仕入（課税取引）であることから、令和２年度教職 

員に係る消費税は、６，０２４，８３６円（令和元年度：６，８９１，８４３円） 

を支出しております（令和２年度各施設派遣教諭・事務・運転手実績一覧：資料 

Ⅳ）。 

 

    これにより、実質的な人件費比率（人件費＋業務委託費＋人材紹介料／経常収 

入）は、６８．７０％となり、１．６０％（６７．１０％－６８．７０％）上昇 

することになります（令和２年度部門別事業活動収支決算額一覧表：資料Ⅲ）。 

 

○  資産運用実績について     

資産運用規程第９条に基づいての運用状況の報告であり、学園が運用している 

債券は、２債券（銘柄）であります。その他資産運用を展開して、確実な収益を 

確保する観点から、高利率の期間延長特約付大口定期預金により、収益確保を図 

りました。財務の概要中、（令和２年度資金運用実績報告：資料Ⅴ）を参照。 

   期間延長特約付大口定期預金が２口の１６０，０００，０００円（６か月期間延 

長：年利０．４５％、０．４２％）の運用実績は、６９５，９９８円であります。 

   その他定期性預金等の受取利息による運用実績は、８，２６４円であります。 

   したがって、低金利のもと資産運用実績合計金額は、７０４，２６２円（令和元

年度：７２８，０８５円）となりました。 

  借入金利息（１，４４１，１１４円）との構成比率は、４８．８６％（令和元 
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年度：５０．８７％）であります。 

 

○  認定こども園における消費税の取扱いについて  

認定こども園の消費税の取扱いについて、園バス及び給食費に係る消費税は、 

「施設型給付費等の支給に係る事業として行われる資産の譲渡等」に該当し、非課 

税取引となることは、平成２６年９月、内閣府「自治体向けＦＡＱ（第３版）」 

から、追加された指針であります。 

 

本学園は、令和元年度中の平成２６年分及び平成２７年分の更正請求に引き続 

き、平成２８年分及び平成２９年分の消費税及び地方消費税の更正の請求を行い、 

その状況は、下記のとおりであります。 

平成２８年分の消費税及び地方消費税も更正の請求（１，９３０，７００円） 

平成２９年分の消費税及び地方消費税も更正の請求（１，７９０，２００円） 

   さらに、認定こども園における「施設型給付費等の支給に係る事業として行わ 

れる資産の譲渡等」に係る消費税の非課税問題について、越谷税務署との質問・ 

その回答を得て、当初、幼保連携型認定こども園のみが対象となることに対して、   

他の認定こども園（幼稚園型、保育所型）にも適用されることが判明し、平成３ 

０年分の消費税及び地方消費税の更正の請求を行い、３４２，４００円（内還付 

加算金９，１００円含む）が還付されました。 

     

（３）施設等の状況について 

主な施設設備の整備状況「令和２年度予算における施設・設備関係等実績一覧」 

（資料Ⅳ）は、財務の概要において記載したとおりであります。 

基本的な考え方は、従来の方針のとおり、工事の緊急性や、通常の教育活動に支 

障のない工期日程、予算制度との調整を図り、資金需要を勘案しながら、必要な改 

修工事を行い、学園の教育事業に寄与するように教育環境の整備に努めました。 

これにより、教育活動支出中、修繕費について、前年度に比べて、３５，２５２， 

４４６円支出減となり、１８，１７３，６８２円を支出しております。 

    

（４） 改正学校法人会計基準から見た評価と定量的な経営判断指標に基づく経営状態 

との関係について（中長期計画の課題にかえて） 

    平成１６年改正私立学校法を受けて、財務情報等の一層の公開が推進され、改正 

学校法人会計基準は、より企業会計基準に近い計算書類の形式による財務情報の開

示を求めております。 

活動区分資金収支計算書に基づく具体的な検証によると、経常収支差額が、▲２ 

６，９３７，０６９円となり、５か年連続の赤字となり、平成２２年度以降７か年 

度連続のＡランクの評価からＢ０ランクに評価が下がっております。 

改正学校法人会計基準が、教育活動及び教育活動外における収支を重視している 

と受け止めております。 

 

（５） 新型コロナウイルス感染症拡大に係る収入（補助金）とその支出について 

令和２年度も新型コロナウイルスの感染拡大は、世界的な規模でまん延し、現

時点その収束は予測できない状況であります。 
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令和２年度中の新型コロナウイルス感染症対策に係る支出項目と補助金との対 

比を一覧表にまとめました（令和２年度新型コロナウイルス感染症対策に係る補助 

金及びその支出項目一覧：資料Ⅴ）。 

一覧表中、感染症対策費用として総額９，３２６，６８０円を支出し、これに対

応する補助金は、８，１８２，０９４円であり、補助金率８７．７２％であります。 

 

（６）歴史の上に、伝統が加わって 

   昭和４４年２月の学校法人の認可後、昭和５０年代前半まで、越谷保育専門学校 

と幼稚園を開設し、４０年以上を経過しております。 

   幼稚園の卒園児が、幼稚園教諭免許状及び保育士資格を取得して、本学園設置の 

幼稚園・認定こども園に勤務している幼児教育者が９人在職しております。１人は、 

越谷保育専門学校の卒業生であります。 

 上記卒園児を在園中、担任として保育・教育に関わった幼稚園教諭・保育士も在 

籍（活躍）しております。子育て中の卒園児も３人おります。 

   越谷保育専門学校の多くの卒業生も本学園設置の幼稚園・認定こども園に勤務し 

ており、３人の園長職もおります。 

認定こども園の運営の原資である施設型給付費等に係る処遇改善等加算の制度設 

計が、「長く働くことのできる」職場を構築し、人材の確保や質の向上を図ること 

が目的であり、学校法人の評価は、卒業生や卒園児からの支援でもあります。 

 新型コロナ禍は、より本質的な人口減少をもたらし、日本の人口動態をさらに下 

方屈折させる転換点とも解されております。 

 これまで、少子化から待機児童対策への政策課題をもって、認定こども園への移 

行と開設を進めてきましたが、新型コロナ禍による人口減少は、合計特殊出生率が 

上向いたとしても、出産適齢の女性がすでに減少局面に入っていることから、待機 

児童も減少となります。 

 学校法人は、その建学の精神に基づいて運営しており、これからの厳しい学校法 

人の運営において、歴史の上に伝統が加わることが、発展の源であると考えます。 

 

２ 各幼稚園・専門学校事業報告 
 

  各幼稚園・認定こども園、専門学校の事業報告は、別紙のとおりであります。 

 

（１）越谷保育専門学校   

（２）吉川福祉専門学校 

（３）越谷保育専門学校附属吉川幼稚園 

（４）幼保連携型認定こども園越谷さくらの森 

（５）幼保連携型認定こども園みさとさくらの森 

（６）幼保連携型認定こども園戸頭さくらの森 

（７）霞ヶ関幼稚園 

（８）幼稚園型認定こども園柏ひがし幼稚園 

（９）保育所型認定こども園吉川さくらの森 

以 上 
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